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１ 計画策定の概要 

１.１ 計画策定の趣旨 

本市は、茨城県の東南部にあり、東京都心から約 70 ㎞、県都水戸市から約 40 ㎞の

距離に位置しており、東西に約 12 ㎞、南北に約 24 ㎞の長方形に近い形状で、面積は、

166.33㎢、霞ヶ浦と北浦を含めると 222.48㎢です。北は鉾田市と小美玉市、南は潮

来市、東は北浦を介して鹿嶋市、西は霞ヶ浦（西浦）を介してかすみがうら市に接して

います。 

本市は、平成 17年 9月に麻生町、北浦町、玉造町の 3町が合併して誕生し、合併当

初の人口は約 40,000 人でしたが、平成 26 年 9 月末には約 35,500 人となり、10

年間で約 4,500人減少しました。高齢化率については茨城県平均の 26.1%を大きく上

回り 31.0%となっており、少子高齢化、人口減少が急速に進んでいます。 

公共交通は、平成 19年 3 月に鹿島鉄道が廃線になって以降、路線バスの減便・撤退

などが相次ぎました。現在の市内の公共交通は、麻生，北浦，鉾田間においては、途中

での乗降が可能な「東関東自動車道高速バス」が往復で 1 日 12 便、石岡，玉造，鉾田

間においては、鹿島鉄道の廃線に伴う代替バス「かしてつバス」が運行しています。土

浦，かすみがうら，玉造間においては、平成 24 年 6 月から、「霞ヶ浦広域バス」が往

復で１日 10便運行しています。また、学校統廃合により小中学校にスクールバス 36 台

を運行しています。平成 20 年 3月に「行方市地域公共交通リレーションシップマネジ

メント計画」を策定し、平成 20年 7月からデマンド型コミニュティバスの運行を開始

しました。 

一方、国では、平成 25 年 12 月に交通政策基本法を公布・施行し、平成 26 年 11

月には、地域公共交通の活性化再生法の一部改正を公布・施行しました。これは、市町

村等による地域公共交通網形成計画の作成、同計画に定められた地域公共交通再編事業

を実施するための地域公共交通再編実施計画の作成、同事業の実施に関する道路運送法

等の特例等について定めたもので、公共交通ネットワークについて、「コンパクトシティ

＋ネットワーク」を推進するため、まちづくりと連携、広域性確保などに配慮した的確

な計画を策定した際には、その計画推進に国の各種支援を受けることが可能となりまし

た。 

本市においては、市内に鉄道駅等の交通ターミナルがないこと、小中学校の統廃合を

進めていること、拠点整備を進めていること等から、新たな視点で公共交通網整備を進

める必要が生じたため、「行方市地域公共交通網形成計画」を策定し、国等の支援を受け

ながら、計画的な公共交通網整備を進めることとしました。 
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１.２ 計画の区域 

計画区域は行方市全域とします。ただし、市外の拠点へのアクセスに関しては市外も対象

とし検討します。 

 

■行方市位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土地理院ホームページ 

 

１.３ 計画の期間 

計画期間は５ヶ年間（平成 28（西暦 2016）年度～平成 32（西暦 2020）年度）とし

ます。 
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２ 地域概況 

２.１ 地域の現状と将来動向 

（１）人口 

行方市の人口は、2040 年（平成 52 年）の予測値が 23,748 人と、2010 年（平成 22

年）の実績値 37,609人と比べて約 14 千人（37%）減少します。 

また、2040 年（平成 52 年）の高齢化率が約 41%、年少人口は 9%と予測されており、

少子高齢化が進みます。 

 

 

 

 

データ：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所より作成 
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 （２）人口分布 

行方市全体の人口密度は 169.1 人/km²（平成 22 年国勢調査）となっています。 

麻生地区や玉造地区では人口が集中している箇所がありますが、人口集中地区の条件である

4,000 人/km²には達していません。 

 

データ：平成 22 年国勢調査（500m メッシュ）より作成、数字は人口を示す 
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（３）高齢者分布 

人口分布と同様に、麻生地区や玉造地区で高齢者が集中している箇所があります。 

 

データ：平成 22 年国勢調査（500m メッシュ）より作成、数字は人口を示す 
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（４）施設分布 

行方市の各種施設は、全体的に麻生地区や玉造地区、津澄地区に集積しています。 

公共施設や商業施設は、麻生地区や玉造地区、津澄地区を中心に集積し、医療施設は、市内

中心部になめがた地域総合病院があり、教育施設や商業施設、医療施設は地区内に立地してい

ない地区がいくつかみられます。観光施設は、市外縁部（霞ヶ浦、北浦など）を中心に立地し

ています。 

  

行方市役所（麻生庁舎）

行方市役所（北浦庁舎）

行方市役所（玉造庁舎）

なめがた地域総合病院
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２.２ 交通の現状 

 （１）道路網と鉄道網 

行方市内に高速自動車国道はなく、一般国道として一般国道 354 号と一般国道 355 号、主

要地方道として県道 2 号水戸鉾田佐原線と県道 50 号水戸神栖線が走っており、周辺市町村と

結ばれています。 

また、行方市内には鉄道駅がないことから、市外へアクセスするには、路線バスや自家用車、

タクシーなどを利用する状況となっています。 
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 （２）公共交通網（バス路線・タクシーなど） 

行方市のバス路線網は、高速バスが 1 路線、路線バスが 4 路線運行している他、スクールバ

スが市内の小中学校計 4箇所で運行されています。平成 28 年度からは北浦地区で新たにスク

ールバスが運行される予定で、スクールバスの総台数は 46 台となる見込みです。 

タクシー事業者は、市内に 9 社（うち４社が乗合許可）あります。本市では、市内を運行す

る乗合タクシー（行方ふれあい号）を平日に運行しています。 
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玉造駅⇔土浦駅（5回）

路線バス
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鉾田駅⇔東京駅（6回）
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スクールバス導入学校（予定含む）

乗合タクシー（現行）

タクシー会社（乗合許可あり）

タクシー会社（乗合許可なし）
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 （３）バス運行・利用状況 

運行本数は、各路線で約 10 本／日、土日曜・祝日は運行本数がやや少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※運行本数は上下線の合計 

 

霞ヶ浦広域バスの利用者は、平成 25 年度：21,498 人、平成 26年度：25,418 人と増加

傾向にあります。 

 

 

データ：行方市資料より作成 

 

  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H
2

5
.4

H
2

5
.5

H
2

5
.6

H
2

5
.7

H
2

5
.8

H
2

5
.9

H
2

5
.1

0
H

2
5

.1
1

H
2

5
.1

2
H

2
6

.1
H

2
6

.2
H

2
6

.3
H

2
6

.4
H

2
6

.5
H

2
6

.6
H

2
6

.7
H

2
6

.8
H

2
6

.9
H

2
6

.1
0

H
2

6
.1

1
H

2
6

.1
2

H
2

7
.1

H
2

7
.2

H
2

7
.3

H
2

7
.4

H
2

7
.5

H
2

7
.6

H
2

7
.7

H
2

7
.8

H
2

7
.9

H
2

7
.1

0
H

2
7

.1
1

（人） 霞ヶ浦広域バス利用者

運行本数 月～金曜 土日曜・祝日 

高速バス（鉾田駅～東京駅） 12 12 

かしてつバス（新鉾田駅～石岡駅） 10 9 

関鉄グリーンバス（鉾田駅～石岡車庫） 10 2 

関鉄グリーンバス（新鉾田駅～茨城空港） 2 2 

霞ヶ浦広域バス（土浦駅～玉造駅） 10 10 

高速バス（鉾田駅～東京駅） 12 12 
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 （４）乗合タクシー（行方ふれあい号）運行・利用状況 

乗合タクシー（行方ふれあい号）は、行方市内を運行エリアに、平日（祝日除く）に運行し

ています。 

 

乗合タクシーの利用登録者（死亡者等含む）は増加しているものの、利用者は減少傾向にあ

る状況です。 

 

 

データ：行方市資料より作成 
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 内容 

運行日 平日（祝日除く） 

運行時間 
午前：8:00、9:00、10:00、11:00 

午後：13:00、14:00、15:00、16:00 

運行エリア 行方市内のみ 

運賃 

中学生以上：500 円 

小学生以下、障がい者、要介護及び要支援認定者、生活保護世帯：200 円 

障がい者、要介護及び要支援認定者の介助者（1 人のみ）：300 円 

3 歳児未満：無料 

利用対象者 行方市内に住所を有する者 

利用方法 利用前に予約が必要（予約受付時間 8:00～16:00） 
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（５）通勤通学時の交通手段 

通勤通学時における交通手段は、常住地、従業地・通学地集計結果ともに、自家用車の利用

率が 7割以上を占めており、乗合バスの利用率は極めて低い状況となっています。 

 

 

 

 

データ：平成 22 年国勢調査（常住地、従業地・通学地集計データ）より作成 
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（６）市外へのアクセス（モビリティ評価） 

行方市は、乗合タクシーが市域内全域を対象に運行していることから、市域内の移動しやす

さ（アクセス性）については、地域による差はみられません。 

一方で、市外への移動しやすさについては、路線バス、高速バスの運行区間が市内一部に限

られていることから不便な地域が多く、バス停から 300m 圏域の人口は 22,430 人（平成 22

年国勢調査）と、行方市人口の 59.6%となっています。 

 

 

データ：平成 22 年国勢調査（500m メッシュ）より作成、数字は人口を示す  
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２.３ 上位・関連計画 

（１）行方市総合計画（後期基本計画 2012-2016） 

行方市総合計画は平成 18 年度に策定され、計画期間は平成 19 年度（2007）から平成 28

年度（2016）までの 10 年間となっています。平成 19 年度から平成 24 年度の 5年間を計

画期間とする「行方市総合計画 前期基本計画」の計画期間終了に伴い、5年間で達成できなか

った施策や様々な課題を踏まえ、新たに平成 24年度から平成 28年度までの 5年間を計画期

間とした「行方市総合計画 後期基本計画」を平成 23 年度に策定しています。 

めざす将来像を「誇れる湖と肥沃な台地 笑顔輝くゆめタウン なめがた」とし、以下の 6つ

の政策目標を掲げています。 

① やさしさあふれる健康福祉のまち 

② 豊かなこころと、地域文化を育むまち 

③ 地域資源が輝く、活力に富んだまち 

④ 人と自然が共生する、ゆとりと潤いに満ちたまち 

⑤ 快適に暮らせる、住み良いまち 

⑥ 新しい行方市の地域経営体制づくり 

その上で、地域公共交通は、政策目標「⑤ 快適に暮らせる、住み良いまち」の公共交通体系

の整備に位置づけられ、地域間交流や文化交流を促進するため、広域バス路線の検討や新たな

広域公共交通システムの研究などを進め、市民の生活を支える移動手段の確保が必要であると

しています。 

 

 

出典：行方市総合計画 後期基本計画（H24.3） 

 

  

乗合タクシーは行方市企画財政課
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（２）行方市新市建設計画（変更計画 2005～2025） 

行方市新市建設計画は平成 26 年度に策定され、麻生町・北浦町・玉造町の合併による新市

を建設していくための基本方針を定めたものであり、当初は平成 17 年度から平成 27 年度ま

での 10 年間を計画期間と定めていましたが、東日本大震災による特例措置を受け、計画期間

を平成 37 年度までの 20 年間としています。 

まちづくりの基本理念を①潤いと活力、②やさしさ、③市民主役とし、将来像を「豊かな自

然との共生、活力ある人々、こころふれあうまち 行方」と定めています。 

本計画では、以下の 7 つの基本方針を掲げており、地域公共交通は、方針 5「快適に暮らせ

る、住み良いまちづくり」に位置づけられています。 

  ① 生涯にわたり、健康で明るく暮らせる安心のまちづくり 

  ② 豊かなこころと、地域文化を育むまちづくり 

  ③ 地域資源が輝く、活力に富んだまちづくり 

  ④ 人と自然が共生する、ゆとりと潤いに満ちたまちづくり 

  ⑤ 快適に暮らせる、住み良いまちづくり 

  ⑥ 対話とふれあい、心かよう協働のまちづくり 

  ⑦ まちづくりを支える健全な行財政基盤づくり 

そのうえで、地域公共交通は、道路・交通体系の整備に位置づけられ、公共交通確保対策事

業として、地域間のデマンド交通など自家用車を持たない高齢者や子どもたちの交通手段の確

保に努めるものとしています。 
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（３）行方市都市計画マスタープラン 

行方市都市計画マスタープランは平成20年度に策定され、計画期間は平成38年度（2026）

までの 18 年間となっています。都市づくりの理念として「行方市にあるよいものは、大切に

守ることですばらしい価値に変化させる、行方市にない必要なものは、周辺都市との相互補完

関係で上手に活用する」を掲げ、将来像を「水辺と台地と暮らしぶり自慢の行方市」と自然と

共有した快適生活空間づくり」としています。 

将来の土地利用計画を下図と定め、路線バスに代わる新しい形態の公共的な交通について試

行・検討を行っていくことを示しています。 

また、将来的な交通網として「東関東自動車道水戸線」が行方市内を縦断するように計画さ

れており、市内には(仮称)北浦 ICと(仮称)麻生 IC の設置が計画されていることから、新たな交

通結節点を生かしたまちづくりが求められている状況にあります。 

 

データ：行方市都市計画マスタープラン（H20）に一部加筆  

（仮称）麻生IC

（仮称）北浦IC
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３ 前計画の検証 

前計画と位置づけられる「行方市地域公共交通リレーションシップマネジメント計画 平

成 20 年 3 月 行方市」の方針について、現時点での検証結果は次表のとおりです。 

全体的には、デマンド型乗合タクシー導入により平日・日中の利便性は向上し、学校の統

廃合に対応しスクールバスを導入しましたが、市外とアクセス可能な路線バスが廃止となる

など、市外との結びつきや市内間の結びつきが改善できていません。 

 

■行方市地域公共交通リレーションシップマネジメント計画に示された公共交通の現状と未来 
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■交通の将来像の検証 

施策名 施策内容 現状評価 

１．既存の公共交通・路線バス等の利用促進と維持 
平成20年度の下記の路線バスの利用

促進・維持 
①玉造駅～潮来線 
②玉造駅～土浦駅線 
③鉾田駅～潮来線 
④石岡駅～鉾田線 

▲ 

４路線のうち、市内を南北に連絡してい
た路線が廃止となり、市北部と土浦、市北
部と茨城空港への路線バスが新規運行とな
った。 
左記路線は下記のとおりとなった。 
①玉造駅～潮来線：廃止 
②玉造駅～土浦駅線：廃止 
③鉾田駅～潮来線：廃止 
④石岡駅～鉾田線：石岡から玉造駅まで

16 往復/日、鉾田駅まで 13 往復/日、
新鉾田駅まで 4往復/日 

新規運行路線は下記のとおりである。 
①霞ヶ浦広域バス（土浦～玉造駅）：5 往
復/日 

②鉾田駅～茨城空港：1往復/日 
２．新公共交通システムの試験運行 
Ａ．幹線型コミュ
ニティバス 

循環バスの試験運
行 ○ 

2008 年～2009 年に試験運行を実施
したが利用者が少なく、本格運行には至ら
なかった。 

Ｂ．デマンド型コ
ミュニティバス 

デマンド大型乗合
タクシーの試験運
行 

○ 

2008 年に試験運行を実施し、2009 年
３台で本格運行、2010年現在の４台体制
での運行へ移行した。 

３．社会変化に対応した新公共交通アクセスの導入誘導 
Ａ．北浦複合団地 北浦複合団地入口

への高速バスのバ
ス停設置 

○ 

高速バス「鉾田～東京線」のバス停が設
置された。 

Ｂ．茨城空港 リムジンバスの運
行 ▲ 

路線バス（鉾田駅～茨城空港：1 往復/
日）が運行された。空港乗合タクシーはサ
ービスされていない。 

Ｃ．東関東自動車
道水戸線の鉾田
潮来線の都市計
画決定 

開通に合わせた公
共交通整備 

－ 

2019 年度に開通要望であり、今後、検
討する。 

Ｄ．地区市街地の
コンパクトシテ
ィと拠点間連絡
網の整備 

核となるゾーン間
の連絡アクセス 

△ 

デマンド型乗合タクシーは運行された
が、定時定路線型バス廃止された。循環バ
スも本格運行とならなかった。 

Ｅ．少子化時代の
学校適正化配置
計画に基づく再
編と通学 

学校再編に伴う通
学手段確保 ○ 

スクールバスが運行された。 

市外の高校への通
学手段確保 × 

通学時間帯の市外へアクセス可能な公共
交通が廃止、あるいは新規運行がない。 

Ｆ．広域的な交通
課題に対する協
議と取り組み 

広域的な公共交通
維持確保と新たな
交通手段の確保 

▲ 
霞ヶ浦広域バス、路線バス（鉾田駅～茨

城空港）が運行されたが、潮来との路線バ
スが廃止された。 

Ｇ．交流観光に公
共交通の活用を
取り込んだ施策
の推進 

土浦～玉造・麻生を
結ぶ高速船の就航 

× 

実施されていない。 

 

 
○：対応した △：概ね対応した ▲：不十分な対応 ×：ほとんど対応できなかった 
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４ 公共交通の利用実態や利用ニーズ 

４.１ 調査概要 

行方市の公共交通の利用実態や利用ニーズを把握するため、行方市民、バス利用者、乗合タ

クシー登録者、市内主要企業従業者、イベント来場者を対象としたヒアリング・アンケート調

査を実施し、乗合タクシーについては、予約票データを用いた利用実態の分析も実施しました。 

 

対象 主な調査内容 調査日 回収・回答状況 

市民アンケート 

 日頃の外出状況（通勤・通院・

買物等） 

 バス・乗合タクシーの利用、利

用意向 

H27.8.28～9.14 

（郵送配布・郵送回

収） 

配布数：3,314 

回収数：1,394 

回収率：42.1% 

バス利用者 

アンケート 

(高速バス・路線バス) 

 出発地から目的地までの利用状

況 

 各種運行サービスに対する満足

度 

H27.9.11～9.13 

（ヒアリング形式） 

回答数：121 

乗合タクシー 

運行データ 

 利用属性（居住地、性別、運賃） 

 居住地別行先 など 

H26.10～H27.9 デ ー タ 数 ：

17,501 

乗合タクシー 

登録者アンケート 

 利用状況（外出先、目的、利用

頻度） 

 各種運行サービスに対する満足

度 

 路線バス運行時の利用意向 

H27.11.9～11.24 

（郵送配布・郵送回

収） 

配布数：450 

回収数：264 

回収率：58.6% 

従業者アンケート 

 普段の通勤手段、出社・退社時

間 

 自宅から職場への路線バス意向 

H27.11.20～12.7 

（訪問配布・郵送回

収） 

配布数：1,386 

回収数：586 

回収率：42.3% 

イベント来場者 

対象ヒアリング 

 ①ふるさと山百合まつり 

②行方ファーマーズヴィレッジ 

③第 2 回行方ふれあいまつり来

場者 

 当日の出発地、交通手段、来訪

人数 

①H27.7.18 

②③H27.10.31 

（ヒアリング形式） 
回答数①：101 

回答数②：132 

回答数③：106 
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４.２ 市民アンケート調査 

（１）目的別交通手段 

いずれの目的でも「自分で運転する車」の割合が最も高くなっています。 

レジャー・観光等では、「鉄道」が 11％、「高速バス」が 7％と、他の目的に比べて、高く

なっています。 

 

 

 

（２）普段利用する鉄道駅等 

地区によって最寄りの鉄道駅等を利用していることが考えられ、水郷潮来バスターミナルの

割合が 41%と最も高くなっています。 

 

 

（※3％未満の値は非表示） 

89%

78%

86%

79%

66%

11%

8%

9%

8% 7% 11%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通勤・通学

（総数=635）

通院

（総数=779）

食料品等の買物

（総数=1,278）

食料品等以外の買物

（総数=1,113）

レジャー・観光等

（総数=826）

自分で運転する車 自転車 自動二輪・原付バイク

ほかの人に車で送ってもらう 一般タクシー 乗合タクシー

路線バス 高速バス 鉄道

徒歩のみ その他 無回答

11%

15%

4%

4%
41%

4%

6%

12%

石岡駅

土浦駅

玉造駅バス停

新鉾田駅

鹿島神宮駅

潮来駅

水郷潮来バスターミナル

その他（高浜駅）

その他（高浜駅以外）

無回答N=512
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（３）通勤・通学 

小高地区を除く、各地区ともに市内での流動よりも市外へ流動する割合の方が高くなってい

ます。 

 

【通勤通学・流動割合】 
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市内の通勤・通学流動は、玉造地区や麻生地区が中心となった流動が多く、市外への流動は、

各地区から近隣市への流動が多くなっています。 

 

【通勤通学・市内流動】 
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【通勤通学・市外流動】 
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（４）通院 

全体的に市外へ流動する割合が高いなか、麻生地区や玉川地区、玉造地区では、地区内での

流動割合が高くなっています。 

 

【通院・流動割合】 
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市内の通院流動は、なめがた地域総合病院のある玉川地区を中心とした流動が多く、市外へ

の流動は、市南部の麻生地区や大和地区は鹿島市や潮来市への流動が、市北部の武田地区は鉾

田市への流動が、立花地区は小美玉市への流動が多くなっています。 

 

【通院・市内流動】 
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【通院・市外流動】 
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（５）買物 

麻生地区や玉造地区を除けば、市内の他地区または市外への流動する割合が高くなっている

ことから、他地区や市外に依存している状況が伺えます。 

 

【買物・流動割合】 
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市内の買物流動は、麻生地区と玉造地区に集中しており、麻生地区では市南部の各地区との

流動が、玉造地区では市北部の各地区との流動が多くなっています。市外への流動は、麻生地

区や大和地区、津澄地区、武田地区、立花地区などからの市外への流動が多くなっています。 

 

【買物・市内流動】 

 

 

  



-28- 

 

 

 

【買物・市外流動】 
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（６）公共交通が便利になった場合の利用意向 

公共交通が便利になった場合、回答者の約 40%が利用したいとの意向を示しています。 

 

 

 

（７）路線バス運行希望区間 

路線バスを利用したいと思う区間は、玉造地区や麻生地区、玉川地区（なめがた地域総合病

院）を基点とする区間が多くなっています。 

 

 

  

38.6%

27.8%

33.6% 利用したいと思う

利用したいとは思わない

無回答

N=1,358

鉾田市

石岡市

土浦市

つくば市

鹿嶋市

千葉県香取市

玉造

玉川

武田

麻生

行方

回答者数（N=43）
8人
3人
2人
1人

潮来市

太田

大和
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４.３ 路線バス・高速バス利用者アンケート調査 

（１）利用目的 

高速バス利用者は、帰省や通勤目的の利用が多く、路線バス利用者では、通勤や通学目的の

利用が多くなっています。 

 

 

 

  

12.5%

8.3%

6.2%

14.3%

9.1%

6.3%

58.5%

28.6%

38.8%

6.3%

16.7%

5.8%

16.7%

10.8%

17.9%

11.6%

6.3%

7.1% 7.1%

12.5% 6.3%

8.3%

25.0%

50.0%

10.8%

10.7%

16.5%

25.0%

10.7%

7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高速バス（平日）

（総数：15）

高速バス（休日）

（総数：12）

路線バス（平日）

（総数：63）

路線バス（休日）

（総数：26）

合計

（総数：116）

通勤 通学 業務 買物

食事・社交・娯楽 観光・行楽・レジャー 通院 塾・習い事

帰省 その他
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（２）目的地 

高速バス（東京方面居住）の目的地は、すべて茨城県で、そのうち約 9 割が行方市となって

います。 

高速バス（茨城方面居住）の目的地は、約６割が東京都、約 3 割が茨城県（すべて行方市）

となっています。 

路線バス（通勤通学利用）の目的地は、約 9割が茨城県で、そのうち約 9割が市外となって

います。 

路線バス（買物帰省等利用）の目的地は、約 9 割が茨城県で、そのうち 5割が市内となって

います。 

 

  

100.0%

28.6%

93.1%

91.4%

86.0%

64.3%

9.1%

7.1%

5.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

高速バス

（東京方面居住）

（N=14）

高速バス

（茨城方面居住）

（N=14）

路線バス

（通勤・通学等で利用）

（N=58）

路線バス

（買物・帰省等で利用）

（N=35）

合計

（N=121）

3％未満の値は非表示
茨城県 東京都 その他

【県内・県外】

92.9%

100.0%

11.1%

50.0%

37.5%

20.4%

9.4%

13.5%

7.1%

5.6%

6.3%

27.8%

12.5%

18.3%

29.6%

9.4%

18.3%

9.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

高速バス

（東京方面居住）

（N=14）

高速バス

（茨城方面居住）

（N=4）

路線バス

（通勤・通学等で利用）

（N=54）

路線バス

（買物・帰省等で利用）

（N=32）

合計

（N=104）

3％未満の値は非表示

行方市 鉾田市 潮来市 小美玉市 石岡市 土浦市 その他

【県内内訳】
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（３）満足度 

高速バス利用者の総合評価は、満足・やや満足の割合が 14%、不満足・やや不満足の割合が

50%であることから、平均満足度が 2.5 点となり、満足度が低い状況です。項目別では、「運

行情報のわかりやすさ（2.3 点）」や「運行本数（2.5 点）」、「最終便の時間（2.5 点）」の満足

度が低くなっています。 

路線バス利用者の総合評価は、満足・やや満足の割合が 16%、不満足・やや不満足の割合が

43%であることから、平均満足度が 2.6 点となり、満足度が低い状況です。項目別では「運行

本数（2.4 点）」や「運行情報のわかりやすさ（2.7 点）」の満足度が低くなっています。 

 

【高速バス利用者】 

 

 

【路線バス利用者】 

  

3.6

2.5

3.3

2.5

2.8

2.9
3.2

3.9

3.3

2.3

2.5

1

2

3

4

5

出発地・目的地からバス停まで

の距離

運行本数

始発便の時間

最終便の時間

バス停の環境（上屋・ベンチ等）

運行経路または行き先目的地までの所要時間

運行時間の正確さ（定時性）

鉄道や他のバスとの乗り継ぎ

運行情報のわかりやすさ

「高速バス」の総合評価

各評価項目の回答について、満足を最高点の5点、やや満足を4点、どちらでもないを3点、やや不満を2点、不満を最低点の1

点（平均点を3点）として平均化した（N=28）。

3.9

2.4 3.5

3.1

3.3

3.3

3.83.7

3.7

3.4

3.0

2.7

2.6

1

2

3

4

5

出発地・目的地からバス停まで

の距離

運行本数

始発便の時間

最終便の時間

運賃

バス停の環境（上屋・ベンチ等）

運行経路または行き先目的地までの所要時間

運行時間の正確さ（定時性）

鉄道や他のバスとの乗り継ぎ

バスへの乗り降り（段差）

運行情報のわかりやすさ

「路線バス」の総合評価

各評価項目の回答について、満足を最高点の5点、やや満足を4点、どちらでもないを3点、やや不満を2点、不満を最低点の1

点（平均点を3点）として平均化した（N=93）。
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４.４ 乗合タクシー予約表データ分析 

（１）特徴 

乗合タクシー利用者は、女性が約 7割、運賃は 200 円の利用が約 5割、目的地は自宅を除

くと大半が医療機関（通院）です。 

 

 

  

26%

74%

男性 女性N=16,812

【性別】

51%

46%

無料 200円 300円 500円N=16,812

【運賃】

46.2% 28.9% 11.0% 3.4% 5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3％未満の値は非表示

自宅 医療機関 店舗 公共施設 金融機関 娯楽施設 知人宅・寺 その他

N=16,812 【目的地】
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（２）運行状況 

「乗合タクシーが稼働しなかった」が約 1 割、「1 人乗車」及び「2 人乗車」の利用割合が

合わせて約 5 割となっています。 

 

 

 

 

 

  

乗車人数 台数 割合
運行なし 724 9.4%
1人乗車 1,939 25.2%
2人乗車 2,023 26.3%
3人乗車 1,520 19.8%
4人乗車 816 10.6%
5人乗車 399 5.2%
6人乗車 160 2.1%
7人乗車 67 0.9%
8人乗車 27 0.4%
9人乗車 4 0.1%
10人乗車 1 0.0%
合計 7,680 100.0%
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４.５ 乗合タクシー利用者アンケート 

（１）特徴 

乗合タクシー利用者の大半が高齢者で、また、補助具利用者が半数程度を占め、利用目的は

通院（主になめがた地域総合病院）や買物（主に玉造地区）が多くなっています。 

   

 

 

  

7.2%

25.4%

42.8%

19.3%

10代以下

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

不明N=264

【年代】

45.1%

37.9%

17.0%

利用している

利用していない

不明

N=264

【補助具利用】

1.5%

42.4%

11.0%

1.9%

82.6%

9.5%

4.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

通勤・通学（N=4）

買物（N=112）

食事・娯楽（N=29）

観光・行楽（N=5）

通院（N=218）

その他（N=25）

不明（N=11）

【利用目的】 複数回答、回答者母数：264
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（２）満足度 

乗合タクシーの総合評価は、満足・やや満足の割合が 74%、不満足・やや不満足の割合が

4%であることから、平均満足度が 3.9点となり、満足度が高い状況です。項目別では、「車両

への乗り降り（4.0 点）」や「車両の乗り心地（4.0 点）」の満足度が高くなっています。 

一方で、「運行エリア（3.0 点）」や「運行日（3.3点）」は、他の項目と比べて低くなってお

り、回答者からは市外への運行希望や休日運行希望を求める声が挙がっています。 

 

 

 

（３）路線バスが運行された場合の利用意向 

路線バスが運行された場合の利用意向は、無回答を除くと、利用者の約 5割が利用したいと

の意向を示しています。 

 

  

3.3 
3.5 

3.8 

3.4 

3.4 

3.9 3.0 

3.6 

3.7 

4.0 

4.0 

3.8 

3.9 

1

2

3

4

5
①運行日

②運行本数

③始発便の時間

④最終便の時間

⑤運賃

⑥予約オペレーターの対応

⑦運行エリア⑧自宅での待ち時間

⑨目的地までの所要時間

⑩車両への乗り降り

⑪車両の乗り心地

⑫利用方法のわかりやすさ

⑬「乗合タクシー」の総合評価

各評価項目の回答について、満足を最高点の5点、やや満足を4点、どちらでもないを3点、やや不満を2点、不満を最低点の1

点（平均点を3点）として平均化した（N=264）。

37.5%

37.5%

25.0% 利用したいと思う

利用したいとは思わない

不明

N=264
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４.６ 市内事業所従業者アンケート 

（１）居住地 

無回答を除くと、市内からの通勤は約 6割、市外からの通勤が約 4 割となっています。 

 

 

 

（２）普段の通勤手段 

普段の通勤手段は、自分で運転する車が約 9割となっています。 

 

 

 

 

  

46.3%

33.7%

20.0%

行方市 その他 無回答N=585

89.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分で運転する車 自転車 自動二輪・原付バイク

ほかの人に車で送ってもらう 一般タクシー 乗合タクシー

路線バス 高速バス 鉄道

徒歩のみ その他 無回答 N=585
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（３）普段とは別の通勤手段について 

普段とは別の交通手段で通勤する日があると回答した人は約 3 割で、その通勤理由は、「お

酒を飲む会合がある」が約 2 割と最も高くなっています。 

また、その際の交通手段は、「ほかの人に車で送ってもらう」が約 3 割と最も高くなってい

ます。 

 

 

 

 

  

26.8%

58.1%

15.0%

普段とは別の交通手段で通勤する日がある

普段とは別の交通手段で通勤する日はない

無回答N=585

【普段とは別の交通手段有無】

10.2% 19.7% 10.8% 7.6% 51.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

天候が悪い お酒を飲む会合がある 仕事の都合 その他 無回答 N=157

【普段とは別の交通手段で通勤する理由】

8.9% 29.9% 5.1% 5.7% 43.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分で運転する車 自転車 自動二輪・原付バイク

ほかの人に車で送ってもらう 一般タクシー 乗合タクシー

路線バス 高速バス 鉄道

徒歩のみ その他 無回答
N=157

【普段とは別の交通手段で通勤する際の交通手段】
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（４）自宅と職場を結ぶバス路線が運行された場合の利用意向 

自宅と職場を結ぶバス路線が運行された場合、回答者の約 3割が利用したいとの意向を示し

ています。 

 

 

 

 

 

 

  

34.7%

62.4%

利用したいと思う 利用したいとは思わない 無回答

N=585
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４.７ イベント来場者ヒアリング調査 

（１）居住地 

ふるさと山百合まつりの来場者は、県外が約 3割、県内他市が約 6割、市内が約 1 割です。 

ふれあいランドの来場者は、県外が約 1割、県内他市が約 4割、市内が約 5 割です。 

なめがたファーマーズヴィレッジの来場者は、県外が約 1 割、県内他市が約 8 割、市内が約

2 割です。 

 

 

 

（２）来訪時の交通手段 

 いずれのイベントもほとんどがマイカーとなっています。 

 

 

 

 

  

28.7%

8.5%

7.6%

59.4%

42.5%

75.0%

11.9%

49.1%

17.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふるさと山百合まつり

（N=101）

ふれあいランド

（N=106）

ファーマーズヴィレッジ

（N=132）

県外 県内（行方市外） 市内

100.0%

90.6%

98.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふるさと山百合まつり

（N=101）

ふれあいランド

（N=106）

ファーマーズヴィレッジ

（N=132）

マイカー シャトルバス 団体バス 自動車（マイカー以外） 自転車 徒歩
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（３）行方市への来訪経験・来訪目的 

 以前、行方市に来たことがあると回答した人が 6～8 割と半数を超えています。 

 また、その際の来訪目的は、「観光」や「買物」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21.3%

24.1%

39.4%

78.7%

75.9%

60.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふるさと山百合まつり

（N=89）

ふれあいランド

（N=106）

ファーマーズヴィレッジ

（N=132）

はじめて 来たことがある

9.1% 9.1%

9.0%

53.7%

15.2%

57.3%

43.9%

31.8%

5.6%

7.6% 27.3%

21.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふるさと山百合まつり

（N=89）

ふれあいランド

（N=41）

ファーマーズヴィレッジ

（N=66）

通勤 通学 業務 買物 観光 通院 帰省 その他 無回答
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５ 地域公共交通に係る問題･課題の整理と基本方針 

５.１ 個別調査結果からわかる現状と問題・課題 

現況整理、まちづくり計画、アンケート調査等からの公共交通に係わる問題・課題は次の

とおりです。 

■各調査結果から抽出した問題・課題 

（項目） （現状） （問題・課題） 

地域・交通

現況 

・人口が減少し、高齢化が一層進む。 

・公共交通利用者が減少傾向。 

・タクシー事業者が 9社(乗合許可が 4

社)。 

・東関東自動車道水戸線が供用予定。 

・人口減少を抑制し、また高齢者も暮

らしやすいよう、公共交通で移動の

利便性を高める必要がある。 

・乗合許可を有するタクシーの活用を

図ることが望ましい。 

・東関東自動車道水戸線が供用後に高

速バスの市内バス停が変更になる危

惧がある。 

ま ち づ く

り 等 上 位

計画 

・平日の朝夕、休日では、市内の拠点

間へのアクセスができない。 

・市外拠点と市内拠点間の移動ができ

ない。 

・人口の社会減を低減するには、市民

の公共交通での通勤通学、買物等を

可能とし、また拠点へのアクセスの

改善が必要。 

・市外からの来訪者（通勤、観光等）

のアクセスの改善が必要。 

・市内拠点への移動の誘導が必要。 

前 計 画 の

検証 

・デマンド型乗合タクシー導入。 

・学校の統廃合に対応しスクールバス

導入。 

・市を南北にサービスしていた 2 路線

の路線バスの廃止。 

・スクールバス(現在 36台)の活用を図

ることが望ましい。 

・市内から市外の拠点（鉄道駅や高速

バスターミナル）等へのアクセスが

できない。 

市 民 ア ン

ケート 

・通勤・通学先、買物先は市外が多い

が、市内では玉造と麻生が多い。 

・通院先は市外が多いが、市内では玉

川地区（なめがた地域総合病院）が

多い。 

・普段利用する駅等は、南部・東部は

水郷潮来バスターミナル、北部は石

岡駅、西部は土浦駅 

・現在の交通手段は、自動車が 90％を

占める。 

・公共交通が便利になれば約 40％の人

が利用意向を有する。 

・「玉造～麻生～潮来」の路線バス運行

希望が多い。 

・市外（各方面）にアクセスできる公

共交通の運行や利便性向上により、

公共交通利用者の増加が期待でき

る。 

・市内拠点には休日でも買物目的等で

来訪しているが、公共交通機関でア

クセスできない。 
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バ ス 利 用

者 ア ン ケ

ート（高速

バス） 

・東京方面居住者の帰省が多い。 

・茨城方面居住者は買物・通勤等の目

的で、目的地は東京が約 6 割、市内

が約 3割。 

・不満足度が高く、運行時間帯や運行

本数への不満が高い。 

・行方市で乗降できる高速バスの運行

本数、運行時間帯の拡充。 

バ ス 利 用

者 ア ン ケ

ート（路線

バス） 

・通勤通学利用が多く、目的地は 9 割

が市外。 

・通勤通学以外の目的（買物や帰省）

では、目的地は 5 割が市内。 

・不満足度が高く、運行時間帯や運行

本数への不満が高い。 

・市内拠点へアクセスするバス路線が

ない。 

・運行本数、運行時間帯の拡充。 

乗 合 タ ク

シ ー 運 行

データ 

・女性の利用が約 7割。 

・目的地の大半が医療機関。 

・200 円運賃の利用者が約 5 割。 

・稼働しなかった車両が約 1 割、1 人

乗車と 2 人乗車の車両が合わせて約

5 割。 

・利用が医療機関に偏っていること、

200 円運賃層が 5割程度、相乗りの

少ない便が多いことから、より多様

な利用促進を図る必要がある。 

乗 合 タ ク

シ ー 登 録

者 ア ン ケ

ート 

・利用の大半が通院目的（なめがた総

合病院が多い）、次いで買物目的（玉

造が多い）。 

・利用の大半が高齢者、また、補助具

使用者が半数程度。（高齢者等移動制

約者に特化） 

・満足度は高いが、休日運行、運行間

帯拡大、市外運行の要望がある。 

・路線バスが運行されたなら路線バス

を利用したいとの割合が約 5 割であ

る。 

・市外へのアクセスは既存交通事業者

への影響から対応できない。 

・休日の運行は既存交通事業者への影

響から対応ができない。 

・通勤通学時間帯の運行は、利用者が

多くなり小型車両では対応できな

い。 

・運行日、運行時間帯から、高齢者等

（特に補助具使用者が多い）にしか

利用されていない。 

・路線バスの利用意向が半数程度ある。 

従 業 者 ア

ンケート 

・マイカー通勤が約 9 割。 

・市外からの通勤が約 4 割、市内から

の通勤が約 6 割。（※無回答除く集計

値） 

・飲酒を伴う会合時にはマイカー利用

者が他の人に送ってもらう割合が高

い。 

・バスがあれば利用したいとの回答割

合が約 4 割。 

・市内、周辺市とも、利用可能な路線

バスがあれば利用希望のある従業者

が 4 割おり、それに対応する必要が

ある。 

・路線バスが整備されることで、市内

での飲食の機会が増加する可能性が

ある。 

イ ベ ン ト

来 場 者 対

象 ヒ ア リ

ング 

・ふるさと山百合まつり（県外約 3割、

県内他市約 6 割、市内約 1 割）。 

・ふれあいランド（県外 1 割、県内他

市約 4割、市内約 5割）。 

・ファーマーズヴィレッジ（県外約 1

割、県内他市約 7割、市内約 2割）。 

・来訪交通手段はほとんどがマイカー。 

・以前に買物や観光で来訪したことが

ある人が多い。 

・市外から広域的に来訪（買物、観光）

が期待できるが、マイカー以外のア

クセス手段がなく、マイカーを利用

可能な方しか来訪していない。公共

交通機関を整備することで新たな来

訪者が期待できる。 
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５.２ 問題・課題の整理結果 

前記の各調査からの課題は集約すると次のとおりです。 

■公共交通の問題・課題の整理結果 

（問題・課題） （問題・課題の根拠） 

①市民が市外拠点へ

アクセスしづら

く、市内拠点も平

日日中限定 

市民は、公共交通による市内移動は、フルデマンド型の乗合タクシー

でサービスされているが、平日日中しか利用できない。市外の周辺拠点

等への公共交通による移動は制限され、通勤・通学等には利用できない。

（市民アンケート、路線バス利用者アンケートより） 

②来訪者が市内にア

クセスするのはと

ても困難 

デマンド型乗合タクシーは市民しか利用できない。そのため市外から

市内へ通勤・通学や観光等の来訪者は、公共交通による市内へのアクセ

スが制限され、かつ、市内移動は困難となっている。（イベント来場者

アンケート、従業者アンケートより） 

③市内の拠点形成を

促進する公共交通

体系となっていな

い 

商業・行政拠点及び観光拠点は、市の外縁部に位置し、拠点への移動

は平日・日中のデマンド型乗合タクシーに限定され、市外からのアクセ

ス、市内での移動（来訪者）が非常に不便である。（市民アンケート、

路線バス利用者アンケート、従業者アンケート、イベント来場者ヒアリ

ングより） 

フルデマンド型乗合タクシーの目的地も大半がなめかた地域総合病

院である。拠点への需要を公共交通による誘導を達成できていない。（乗

合タクシー登録者アンケート、乗合タクシー運行データより） 

今後の人口減少、高齢化を考えると、公共交通による利便性を向上し、

人口減少の抑制、市外からの来訪者（通勤、観光等）を増加させる必要

がある。（都市計画マスタープラン等まちづくりより） 

④タクシーやスクー

ルバス等の活用資

源を最大限には活

用していない 

市内にはタクシー事業者が 9 社(うち乗合許可が 4 社)あり、またス

クールバスが 36 台運行している。一般タクシーを活用したサービス

や、スクールバスを活用した路線バス運行により、コストを抑制したサ

ービスを図るべきである。（地域・交通現況、前計画の検証より） 

⑤高速道路整備後に

市内公共交通が不

便になる危惧があ

る 

東関東自動車道水戸線が供用（2019 年度）し、北浦ＩＣ及び麻生

ＩＣが整備されると、現在の高速バス（鉾田～麻生～潮来）路線が市内

乗降から高速バス停乗降の変更可能性があり、新たな高速バスへのアク

セス手段が必要である。（地域・交通現況より） 

現状でも、行方市内で乗降できる高速バスは、運行本数、運行時間帯

が限られており不便である。東関東自動車道水戸線が供用後の状況は未

定のため、当面は、運行本数の多い潮来水郷ＢＴへアクセスすることで

サービス向上を図るべきである。（高速バス利用者アンケートより） 
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■地域公共交通現況総括図 
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５.３ 基本方針 

基本方針（＝地域公共交通のあるべき姿）は、問題・課題の整理結果より、次の 3 つに集

約します。 

 

基本方針 1 まちづくり（拠点形成）と連携する公共交通ネットワークの形成 

今後予想される人口減少や高齢化に対し、市の拠点形成を推進し、人口

減少の緩和、来訪者の増大等を図ることが必要です。そのためには、公共

交通による拠点へのアクセスを確保し、高齢者だけでなく、誰もが気軽に

拠点へ行くことができるようにすることが重要です。 

 

基本方針２ 市民及び来訪者が利用できる市内拠点と市外拠点とのアクセス機能の

形成 

現在、市内と市外の公共交通による連絡は非常に不便な状況です。市民

の通勤、通学、買物等の生活交通は、市外を目的地とする場合が多く、市

内では玉造と麻生が多い状況です。生活交通の移動を確保するには、市内

拠点と市外拠点を連絡することが必要です。また、このことは、来訪者（通

勤、通学、観光等）が公共交通で市内へ来訪することが非常に困難であっ

たことも解消され、市内への来訪者の増大も期待できます。 

 

基本方針３ 高速バス、路線バス、乗合タクシー（公営）、タクシー、スクールバス

等を組み合わせた持続可能な公共交通ネットワークの形成 

市にはスクールバスが現状で 36 台、今後さらに増大する予定となって

います。このスクールバスは道路運送法の 4 条による一般乗合許可です。

1 日に 3 運行（登校時 1 便、下校時 2 便）ですので、その車両・乗務員

を有効活用し、地域公共交通網の改善に役立てることが望まれます。また、

市内にはタクシー事業者が9社、そのうち4社は乗合許可を有しています。

民間タクシーを活用し、地域公共交通網の改善に役立てることが望まれま

す。 

その結果、高速バス、路線バス、乗合タクシー、民間タクシー及びスク

ールバスの活用資源を組み合わせた公共交通ネットワークを構築するのが

効率的です。 
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６ 計画目標と計画事業 

６.１ 施策体系 

前章にて定めた基本方針（＝地域公共交通のあるべき姿）に対し、計画目標（＝それを実

現するために計画期間中に達成すべき目標）は、行方市の現在の状況、問題・課題から次の

とおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針１ 

まちづくり（拠点形成）と連携

する公共交通ネットワークの形成 

基本方針２ 

市民及び来訪者が利用できる市

内拠点と市外拠点とのアクセス機

能の形成 

基本方針３ 

高速バス、路線バス、乗合タクシ

ー（公営）、タクシー、スクールバス

等を組み合わせた持続可能な公共交

通ネットワークの形成 

計画目標１ 

「誰もが利用できる公共交

通軸構築」によるまちの活性

化 

計画目標２ 

「公共交通利用促進施策」に

よる公共交通利用機会創出 

計画目標３ 

「各種交通モードの活用」に

よる輸送コストの低減 
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３つの計画目標に対し、さらに細分化した計画目標とその達成度を測る指標、さらにそれ

を実現するための具体的事業を次のとおりとします。 

■目標と事業 

計画目標（※下段：数値目標） 事 業 

目標１：「誰もが利用できる公共交通軸構築」によるまちの活性化 

目標 1-1 公共交通ネットワーク構築による

公共交通による移動需要増加 

→指標：市営路線バス（新規）の平均乗車密度 

事業 1-1-1 路線再編の実施 

 

目標 1-2 ターミナルの設置 

→指標：ターミナル設置数 

事業 1-2-1 拠点バスターミナル整備 

 

事業 1-2-2 バス待ち空間への情報提供端

末配置 

目標 1-3 適正な運賃体系によるモードや距

離による運賃の公平性の実現 

→指標：同じ距離を移動した場合の路線バスと

乗合タクシーの運賃格差 

事業 1-3-1 市内における民間路線バスと

市営路線バスの同一運賃体系 

事業 1-3-2 乗継抵抗の運賃による低減 

 

目標 1-4 公共交通を利活用した観光活性化

の実現 

→指標：公共交通による観光活性策の実施施策

数 

事業 1-4-1 新たな水上交通の運航実施 

 

事業 1-4-2 周辺自治体と連携した公共交

通活用型観光推進策の実施 

目標２：「公共交通利用促進施策」による公共交通利用機会創出 

目標 2-1 情報提供による公共交通利用しや

すさ向上 

→指標：多様なメディアでの情報提供の実施 

事業 2-1-1 エリア放送を活用した路線バ

ス運行情報の提供 

事業 2-1-2 公共交通マップの作成 

 

目標 2-2 車両の改善によるわかりやすさ向

上 

→指標：改善された車両の占める割合 

事業 2-2-1 車両の案内表示の改善 

事業 2-2-2 バス車内への次停留所表示装

置の設置 

目標 2-3 公共交通利用のきっかけづくりに

よる利用回数の増加 

→指標：きっかけづくりの取り組み（企画イベ

ント等）実施回数 

事業 2-3-1 モビリティ・マネジメントの

実施 

事業 2-3-2 自動車運転免許証返納時の年

間無料パスの発行 

事業 2-3-3 各種利用促進企画等の実施 

 

目標３：「各種交通モードの活用」による輸送コストの低減 

目標 3-1 スクールバスの有効活用による行

政コスト低減 

→指標：スクールバス活用路線数 

事業 3-1-1 スクールバスの市営路線バス

との共同運行化 

目標 3-2 市内乗合タクシー事業者による新

たな乗合サービスの実現 

→指標：民間タクシーによる乗合事業実施 

事業 3-2-1 茨城空港乗合タクシーの市内

タクシー事業者によるサービ

ス 
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６.２ 目標１ 「誰もが利用できる公共交通軸構築」によるまちの活性化 

 

市内の公共交通網は、民間路線バスとデマンド型乗合タクシーにより構成されているが、民

間路線バスによるサービスは一部の地域に限定されており、乗合タクシーのサービスは平日日

中に限定されている。そのため、市民の公共交通による市外拠点への移動は制限され、乗合タ

クシーでの市内移動も平日日中に限定されている。また来訪者については、路線バスでアクセ

スできる場所は限定的であるとともに、乗合タクシーを利用できるのは市民のみであることか

ら、平日、休日とも市内移動は制限されている。今後予想される人口減少や高齢化に対しては、

市の拠点形成を推進し、人口減少の緩和、来訪者の増大等を図ることが必要であり、そのため

に市民及び来訪者にとって利便性の高い公共交通ネットワークの構築が必要である。また、霞

ヶ浦等を活用した観光はまちの活性化にとって重要な視点であり、観光に資する公共交通とす

ることも必要である。 

公共交通ネットワークは、市内と市外との間を結ぶ民間路線バスの運行サービス改善を行う

とともに、市内には平休日に関わらず市民も来訪者も利用できる路線バスを運行し、市内及び

市内拠点～市外拠点間に「誰もが利用できる公共交通軸」を構築する。また、その公共交通軸

が有効に機能するよう乗り継ぎターミナルの整備及び運賃体系の見直しを行うことで、公共交

通の利便性向上を図る。これらのことにより、生活しやすさの向上よる定住者の増加、アクセ

スしやすさの向上による来訪者（通勤者、通学者、観光客等）の増加を図り、まちの活性化を

目指す。 

 

目標１－１ 公共交通ネットワーク構築による公共交通による移動需要増加 

評価指標 市営路線バス（新規）の平均乗車密度 

現況値 なし 

目標値 

5.0 人（平成 32年度） 

【目標値の設定根拠】 

 市営路線バスの新設 3 路線を対象とし、国土交通省の地域公共交通確保維持

改善事業費補助金交付要綱において地域間幹線系統の補助基準の一つとなっ

ている「平均乗車密度 5人」を目標値とする。 
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事業１－１－１ 路線再編の実施 

事業内容 

 霞ヶ浦広域バス（現在：土浦駅～玉造駅間を運行）の「玉造駅～なめがた地域
総合病院」間の延伸について、かすみがうら市地域公共交通会議及び運行事業
者（関鉄グリーンバス株式会社）と協議を行う。 

 民間バス事業者による新規路線「（仮称）潮来駅～白浜～大野駅」の運行につい
て、潮来市、鹿嶋市及び運行事業者（未定）と協議を行う。また新規要請路線
「（仮称）潮来駅～麻生～白浜」について、潮来市及び運行事業者（未定）に運
行の要請を行う。 

 市内拠点間を結ぶ市営路線バス（3路線）を運行する。 
 茨城空港～行方市内間の民間乗合タクシーについて、民間事業者に運行の要請
を行う。 

 なお、民間路線バス及び市営路線バスの新設においては、高校スクールバスの
代替について、高校、県及びその他関係機関との協議を行う。 

 

 

実施主体 
行方市（市営路線バス）、運行事業者（民間路線バス（新規及び新規要請）、民間

乗合タクシー（新規要請）） 

実施時期 
平成 28年度：再編実施計画策定 

平成 29年度～：再編実施 

鉾田・新鉾田駅

徳宿

北浦IC
（仮称）

なめがた
地域

総合病院

茨城空港

上山工業団地

麻生IC
（仮称）

北浦大橋・
レイクエコー周辺

玉造周辺

麻生周辺

鹿島
神宮駅

北浦周辺

凡例

交流核

市内拠点

市外拠点

市営路線バス（新規）

民間路線バス（現行）

乗合タクシー（現行）

民間路線バス（新規）

北浦複
合団地

潮来駅

水郷潮来ＢＴ

民間路線バス（新規要請）

民間乗合タクシー（新規要請）

再編 
イメージ図 
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目標１－２ ターミナルの設置 

評価指標 ターミナル設置数 

現況値 ０箇所（未整備） 

目標値 

５箇所（平成 32年度） 

【目標値の設定根拠】 

 市内の中心拠点５箇所（麻生周辺、玉造周辺、北浦周辺、北浦大橋・レイク

エコー周辺、なめがた地域総合病院）への設置を想定。 

 

事業１－２－１ 拠点バスターミナル整備 

事業内容 

 路線再編に合わせ、市内の中心拠点の活性化及び乗り継ぎ利用の円滑化を目的

に、５箇所（麻生周辺、玉造周辺、北浦周辺、北浦大橋・レイクエコー周辺、

なめがた地域総合病院）にバスターミナルを設置する。 

 バスターミナルではバスからバスへの乗り継ぎ距離を短くするようレイアウト

を工夫する。また待合い施設（トイレ付き）を設けバス待ち時間の負担軽減を

図るとともに、一般タクシーやマイカーの乗降場、自転車駐車場を配置し、他

の交通手段からバスへの乗り継ぎ利用の促進にも配慮する。 

参考事例 

 埼玉県ときがわ町の「せせらぎバスセンター」にはバス車両が同時に 6 台発着

可能なバスバースが設けられており、乗り継ぎ移動距離が短くなるよう形状が

工夫されている。また、公共施設「せせらぎホールときがわ」に隣接しており、

施設の利用することが可能である。施設ではレンタサイクルの貸し出しも行わ

れている。 

実施主体 行方市、運行事業者 

実施時期 
平成 28年度：再編実施計画策定 

平成 29年度～：再編実施に合わせ順次整備 
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事業１－２－２ バス待ち空間への情報提供端末配置 

事業内容 

 拠点バスターミナルのバス待ち施設内に情報提供端末（テレビ等）を配置し、

バスロケーションシステムから得られる運行情報に基づきターミナル出発時刻

を系統別に表示する。 

参考事例 

 千葉県船橋市立医療センター内の１Ｆ正面玄関・総合受付前の待合スペース付

近には、バスの運行情報を表示する液晶モニターが設置されている。画面半分

より上に上り方面、下に下り方面の運行情報が表示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：新京成電鉄 webページ 

実施主体 行方市、運行事業者 

実施時期 
平成 28年度：再編実施計画策定 

平成 29年度～：再編実施・拠点ターミナル整備に合わせ順次設置 
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目標１－３ 適正な運賃体系によるモードや距離による運賃の公平性の実現 

評価指標 同じ距離を移動した場合の路線バスと乗合タクシーの運賃格差 

現況値 

最大 180円 

 かしてつバス「大峰～沖洲」間：680 円 

 乗合タクシー（中学生以上）：500円 

目標値 

同一距離移動時の運賃格差 0 円（平成 32年度） 

【目標値の設定根拠】 

 「路線バスを利用した方が、サービスレベルが高い乗合タクシー（デマンド

型）を利用した方が、路線バスを利用するより安い」状況が生じないような

運賃体系の設定を目標とする。 

 

事業１－３－１ 市内における民間路線バスと市営路線バスの同一運賃体系 

事業内容 

 民間路線バス及び市営路線バスを利用した際の運賃が乗合タクシーを利用した

際の運賃よりも安くなるような運賃体系を検討し、運行事業者と協議・調整の

上、実現可能な運賃制度（上限運賃の設定、市内利用限定の 1日乗車券発券等）

を導入する。 

参考事例 

 栃木県大田原市では、地域公共交通総合連携計画に基づく市内の路線再編に合

わせ、民間事業者が運行する市内全系統において、大人上限 200円運行を開始

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東野交通 webページ 

実施主体 行方市、運行事業者 

実施時期 
平成 28年度：再編実施計画策定 

平成 29年度～：再編実施に合わせ実施 
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事業１－３－２ 乗継抵抗の運賃による低減 

事業内容 

 拠点ターミナルにおける乗り継ぎ抵抗を軽減するため、乗り継ぎを伴う区間を

移動する際、1乗車目と 2 乗車目を通し運賃とする。 

参考事例 

 東京都日野市では、地域公共交通総合連携計画に基づきミニバスの路線再編を

行った。再編によって、これまで直通で利用できた区間が 2 区間に分断され、

従来の運賃体系では初乗り運賃の 2 度払いにより運賃が高くなるケースが生じ

たため、乗り継ぎ券を発行し、1 乗車目と 2 乗車目を通し運賃とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：日野市 webページ 

実施主体 行方市、運行事業者 

実施時期 
平成 28年度：再編実施計画策定 

平成 29年度～：再編実施に合わせ実施 
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目標１－4 公共交通を利活用した観光活性化の実現 

評価指標 公共交通による観光活性策の実施施策数 

現況値 0（未実施） 

目標値 

2 施策以上（平成 32 年度） 

【目標値の設定根拠】 

 新たな水上交通に関連する施策、周辺自治体と連携した公共交通による観光

推進策 

 

事業１－4－１ 新たな水上交通の運航実施 

事業内容 

 現在、9月初旬から 12月初旬までの観光帆引き船の運航に合わせて、見学船が

玉造地区、麻生地区から運航されていますが、新たに、霞ヶ浦（西浦・北浦）に

おいて、観光の魅力創造となるような、水上交通の運航実現を目指します。 

参考事例 

 土浦港より、ホワイトアイリス号（土浦港→旧予科練沖

→かすみがうら市沖→筑波山展望→土浦港）、ジェットホ

イルつくば号（土浦港→旧予科練沖→美浦村沖→かすみ

がうら市沖→土浦港）が通年運航されている。 

 土浦駅から、水陸両用バスが土浦市内観光と霞ヶ浦クル

ージングが行われている。（コース：JR土浦駅東口出発、

県道 263 号線、川口跨線橋を通り中央へ、幸福稲荷、

東光寺、イオンモール土浦、郁文館正門、亀城公園、土

浦まちかど蔵などを車窓見物、 土浦新港から霞ヶ浦をク

ルージング後、JR 土浦駅東口） 

出典：土浦市観光協会 webページ 

 

 琵琶湖では、多くの水上交通の航路があり、

県ではホームページで情報提供していま

す。 

出典：滋賀県 webページ 

 

 

実施主体 行方市、観光協会、運行事業者 

実施時期 
平成 28年度～：検討 

平成 29年度～：随時実施 
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事業１－4－２ 周辺自治体と連携した公共交通活用型観光推進策の実施 

事業内容 

 周辺自治体と連携し、各市の地域資源や各種イベントと連携した周遊等におい

て、公共交通を活用した観光企画や割引きっぷなどを実施する。 

参考事例 

 琵琶湖横断 1 日フリー乗車券は、1000 円でエリア内のバスが乗り放題となっ

ている。 

 那須シャトルバス「キュービー号」は、那須尾高原友愛の森を起点に、9時から

17 時過ぎまで、観光名所を運航しています。1 日フリーパスは 1000 円で観

光客の方が主に購入し利用、また 1 回ちょい乗り券 300 円により住民の方にも

利用されやすくなっている。 

出典：滋賀県 webページ   出典：那須町観光協会 webページ 

 京都府丹後広域振興局では、地

域内の電車やバスなどの公共交

通機関を活かした観光マップ

「電車とバスで行く 丹後半島

満喫の旅」を作成している。公

共交通機関を活用して巡ること

ができる観光スポットやモデル

コースを掲載し、各観光スポッ

トなどの詳細な情報は、マップ

内のURL とQRコードにより、すぐにネット上で確認ができるようになってい

る。（出典：京都府 webページ） 

実施主体 行方市、観光協会、運行事業者 

実施時期 
平成 28年度～：検討 

平成 29年度～：随時実施 
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６.３ 目標２ 「公共交通利用促進施策」による公共交通利用機会創出 

 

市民の 9 割が日常生活における交通手段としてマイカーを利用しており、公共交通利用者は

自動車運転免許を持たない高齢者や学生に限定されている。女性を中心に高齢者の運転免許保

有率が向上していることから、今後マイカー利用者の割合は更に高まり、公共交通利用者につ

いては更なる減少が想定される。しかし、少なくなるとはいえ公共交通手段でしか移動できな

い市民は一定以上存在し、そうした移動制約者のために公共交通の運行継続は必要不可欠であ

る。公共交通の運行は受益者負担が原則であり、運行継続には運行経費に見合う運賃収入、す

なわち利用者数の確保が必要となる。よって、各種取り組みの実施により、公共交通を利用で

きる移動にはできるだけ公共交通を利用していただき、公共交通利用者数の増加を図ることが

必要である。 

マイカー利用者が公共交通を利用しない理由の一つとして、公共交通の運行状況を知らない

ことが挙げられる。よって、多様なメディアによる公共交通運行情報の周知やバス車両におけ

るわかりやすい行き先表示等により、公共交通のわかりやすさの向上を図るとともに、モビリ

ティ・マネジメントの実施や各種利用促進企画の実施を通じて公共交通利用の「はじめの一歩

（きっかけ）」をつくり、新たな利用機会の創出を目指す。 

 

目標２－１ 情報提供による公共交通利用しやすさ向上 

評価指標 多様なメディアでの情報提供の実施 

現況値 ０種類（未実施） 

目標値 

２種類以上（平成 32年度） 

【目標値の設定根拠】 

 エリア放送での情報提供、公共交通マップ配布の実施を想定。 
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事業２－１－１ エリア放送を活用した路線バス運行情報の提供 

事業内容 

 行方市では、より一層の活力あるまちづくりと市民の安心安全な生活を守るた

め、様々な地域情報の発信を行い、更なる地域活性化を図るものとして、ホワ

イトスペースを活用したエリア放送の導入を目指してきた。 

 平成 27年 4月には総務省関東総合通信局より地上一般放送局（エリア放送局）

の予備免許が付与された。市内全世帯をカバーするものとしては関東初となる。 

 今後は全世帯の視聴エリアをカバーできるインフラ整備を早期に図っていくと

ともに、一方でデータ放送の併用による市民との双方向でのコミュニケーショ

ンツール、また、地域に密着した生活情報、イベント情報などの定型的な情報

配信手段としての活用システムを構築していく予定である。 

 こうした流れの中で、生活情報の一つとしてバス路線の運行情報（バスロケー

ションシステムより取得）の配信を行い、市民がバスの運行情報を自宅のテレ

ビで気軽に入手できる環境を整備する。 

参考事例 

 北海道札幌市西区の琴似商店街では、商店街を中心とした半径 2km の範囲で

視聴することができるエリア放送を配信しており、特売等の商店街情報の他、

天気や交通・駐車場情報等の提供も行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ことに TVwebページ 

実施主体 行方市、運行事業者 

実施時期 
平成 28年度：準備（システム構築等） 

平成 29年度～：情報提供開始 
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事業２－１－２ 公共交通マップの作成 

事業内容 

 新たに構築される市内の公共交通網を市民に周知するため、運行事業者、交通

モード（バス、民間乗合タクシー、デマンド型乗合タクシー、一般タクシー）

に関わらず市内公共交通に関する全ての情報を網羅した公共交通マップを作成

し、配布する。 

参考事例 

 青森県八戸市では、八戸地域公共交通会議が「バスマップはちのへ」を作成し

ている。このバスマップは市内で路線バスを運行している 3事業者（市営路線

バスを含む）の路線図を一本化するとともに、「わかりやすさ」に配慮し、中心

街を起点とした方向別のアルファベット記号とカラーリングを施したことが特

長である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：八戸市 webページ 

実施主体 行方市、運行事業者 

実施時期 
平成 28年度：作成（デザイン検討及び印刷） 

平成 29年度～：配布 



-60- 

 

目標２－２ 車両への情報提供装置設置によるわかりやすさ向上 

評価指標 市営路線バス全車両に対する情報提供装置設置済み車両の占める割合 

現況値 ０％（未実施） 

目標値 

100％（平成 32年度） 

【目標値の設定根拠】 

 市営路線バス車両全車両への情報提供装置設置を目指す。 

 

事業２－２－１ 行き先がわかりやすいバス車両方向幕の設置 

事業内容 

 複数のバスが集結する拠点バスターミナルにおいてバスの誤乗車を防止するた

め、バスの目的地をナンバリング（外国人利用者に配慮しアルファベット表記

を基本とする）し、市営路線バス車両の方向幕に表示させる。 

参考事例 

 東京都日野市では、バスマップに

記載した路線別のアルファベッ

ト記号をバス車両の方向幕にも

表示している。 

実施主体 行方市、運行事業者 

実施時期 
平成 28年度：準備（内容検討、車両の整備） 

平成 29年度～：表示の開始 

 

事業２－２－２ バス車内への次停留所表示装置の設置 

事業内容 

 市営路線バスの車内に案内表示専用ディスプレイを設置し、次に停車する停留

所の名称を表示する。日本語だけでなく、外国語による案内表示も実施する。 

参考事例 

 栃木県足利市では、地域公共交通総合連携計画に基づく路線再編に合わせ、バ

ス車内に次に停車する停留所を表示する装置を設置した。 

 

 

 

 

実施主体 行方市、運行事業者 

実施時期 
平成 28年度：準備（内容検討、車両の整備） 

平成 29年度～：表示の開始 
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目標２－３ 公共交通利用のきっかけづくりによる利用回数の増加 

評価指標 きっかけづくりの取り組み（企画イベント等）実施回数 

現況値 ０回（未実施） 

目標値 

通算 8回以上（平成 32年度） 

【目標値の設定根拠】 

 平成 29年度以降、年に 2 回以上の実施を想定している。 

 

事業２－３－１ モビリティ・マネジメントの実施 

事業内容 

 モビリティ・マネジメントの取り組みとして「バスの乗り方教室」や「バス利

用促進に向けた市民への個別訪問」等を実施 

参考事例 

 北海道帯広市は帯広市バス交通活性化基本計画に基づき、バス事業者等と協力

し小学生・高齢者へのバスの乗り方教室等のモビリティ・マネジメントを実施

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 webページ 

実施主体 行方市、運行事業者、住民 

実施時期 
平成 28年度：内容検討 

平成 29年度～：随時実施 
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事業２－３－２ 自動車運転免許証返納時の年間無料パスの発行 

事業内容 

 高齢者等が自動車運転免許証を返納した場合、返納者に市営路線バスの年間無

料パスを発行する。 

参考事例 

群馬県桐生市では、自主的に運転免許証を返納した人に、市が事業主体となって

いる路線バスの定期券またはデマンドタクシーの回数券いずれかひとつを無償で

交付している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：桐生市 webページ 

実施主体 行方市、運行事業者 

実施時期 
平成 28年度：内容検討 

平成 29年度～：対象者への年間無料パスの発行 
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事業２－３－３ 各種利用促進企画等の実施 

事業内容 

 公共交通利用のきっかけづくりを行うため、「バススタンプラリー」「小学生に

よる車内音声案内」「車内絵画展」等を企画し、実施する。 

参考事例 

 秋田県の「大曲仙北県域における地域公共交通対策研究会」では普段、公共交

通を利用しない方々などが地域公共交通について知るきっかけづくりと、利用

者からのご意見を今後の施策に生かすため、バススタンプラリー2016 を実施

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：大仙市 webページ 

実施主体 行方市、運行事業者、住民 

実施時期 
平成 28年度：内容検討 

平成 29年度～：随時実施 
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６.４ 目標３ 「各種交通モードの活用」による輸送コストの負担軽減 

 

現在、市内では小中学校のスクールバスが 36台運行されている。平成 28 年度には北浦地

区の小学校統合が予定されており、それに合わせてスクールバスも運行される予定となってい

ることから、市内スクールバスの総台数は約 46台となる見込みである。スクールバスは朝夕

の通学時間帯のみ 1日 3便の運行であり、日中時間帯は稼働していない。市内の公共交通サー

ビス向上に向けては、スクールバスを有効活用したコスト縮減が必要とされている。また、市

内にはタクシー事業者が 9 社あり、うち 4社は乗合許可を取得している状況である。需要量が

少ない区間の輸送にはタクシーを有効活用したコスト縮減が必要とされている。 

路線再編により新たに運行を開始する市営路線バスについては、スクールバスを有効に活用

することにより運行に係る行政コストの低減を目指す。また茨城空港と行方市内とを結ぶ乗合

タクシーの運行については、市内タクシー事業者の車両・ノウハウを有効に活用し、少ない行

政負担にて新たな乗合サービスの実現を目指す。 

 

目標３－１ スクールバスの有効活用による行政コスト低減 

評価指標 スクールバス活用路線数 

現況値 ０路線（未実施） 

目標値 

３路線（平成 32年度） 

【目標値の設定根拠】 

 市営路線バス 3路線の運行にスクールバス車両活用を想定している。 

 

事業３－１－１ スクールバスの市営路線バスとの共同運行化 

事業内容 

 市営路線バス 3路線の運行に、小中学校のスクールバス車両を活用する。 

参考事例 

 群馬県下仁田町では、日中時間帯はスクールバス車両を市町村運営有償運送に

よる「しもにたバス」の運行に使用し、車両及び人材の効率的活用を図ってい

る。 

 

 

 

出典：群馬県下仁田市 

実施主体 行方市、運行事業者、教育委員会 

実施時期 
平成 28年度：再編実施計画策定 

平成 29年度～：再編実施に合わせ実施 
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目標３－２ 市内乗合タクシー事業者による新たな乗合サービスの実現 

評価指標 民間タクシーによる乗合事業実施 

現況値 未実施 

目標値 実施（平成 32 年度） 

 

事業３－２－１ 茨城空港乗合タクシーの市内タクシー事業者によるサービス 

事業内容 

 市内タクシー事業者が茨城空港と行方市内を結ぶ乗合タクシーの運行を開始す

る。 

参考事例 

 茨城空港とつくば市、土浦市、かすみがうら市、神栖市、鹿嶋市、潮来市の間

には各地域のタクシー事業者が運行主体となる乗合タクシーが運行されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城空港 webページ 

実施主体 行方市、運行事業者、茨城空港利用促進等協議会 

実施時期 
平成 28年度：再編実施計画策定 

平成 29年度～：運行開始 
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６.５ スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

行
方
市

交
通
事
業
者

住
民

そ
の
他

平成
28年
度

平成
29年
度

平成
30年
度

平成
31年
度

平成
32年
度

1-1　公共交通ネットワー
ク構築による公共交通に
よる移動需要増加

1-1-1　路線再編の実施 ○ ○

1-2-1　拠点バスターミナ
ル整備

○ ○

1-2-2　バス待ち空間へ
の情報提供端末配置

○ ○

1-3-1　市内における民
間路線バスと市営路線バ
スの同一運賃体系

○ ○

1-3-2　乗継抵抗の運賃
による低減

○ ○

１－4－１　新たな水上交
通の運航実施

○ ○ ○

１－4－２　周辺自治体と
連携した公共交通活用型
観光推進策の実施

○ ○ ○

2-1-1　エリア放送を活用
した路線バス運行情報の
提供

○ ○

2-1-2　公共交通マップ
の作成

○ ○

2-2-1　車両の案内表示
の改善

○ ○

2-2-2　バス車内への次
停留所表示装置の設置

○ ○

2-3-1　モビリティ・マネジ
メントの実施

○ ○ ○

2-3-2　自動車運転免許
証返納時の年間無料パ
スの発行

○ ○

2-3-3　各種利用促進企
画等の実施

○ ○ ○

3-1　スクールバスの有
効活用による行政コスト
低減

3-1-1　スクールバスの
市営路線バスとの共同運
行化

○ ○ ○

3-2　市内乗合タクシー
事業者による新たな乗
合サービスの実現

3-2-1　茨城空港乗合タ
クシーの市内タクシー事
業者によるサービス

○ ○ ○

2-2　車両の改善による
わかりやすさ向上

計画目標 事　業

３．「各種交通モードの活用」による輸送コストの低減

実施主体

２．「公共交通利用促進施策」による公共交通利用機会創出

2-1　情報提供による公
共交通利用しやすさ向上

2-3　公共交通利用の
きっかけづくりによる利用
回数の増加

１－4　公共交通を利活
用した観光活性化の実
現

実施スケジュール

１．「誰もが利用できる公共交通軸構築」によるまちの活性化

1-2　ターミナルの設置

1-3　適正な運賃体系に
よるモードや距離による
運賃の公平性の実現

検討

実施検討

順次整備

検討 順次設置

検討 実施

検討 実施

準備 実施

作成 配布

準備 実施

検討 随時実施

検討 実施

検討 随時実施

検討 実施

検討 実施

準備 実施

検討 順次実施

検討 順次実施
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７ 進行管理 

７.１ 進行管理体制 

計画の達成状況に関する評価は、法定協議会が、ＰＤＣＡサイクルに則り、指標の目標値

や事業の進捗状況を定期的に評価するものとします。また、地域の状況や社会情勢が変化し

た場合についても、計画を見直すなどの進行管理を行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７.２ 進行管理内容 

①市の役割 

施策・事業の進捗状況をモニタリングします。1年に 1回程度、事業の進捗状況及び設定

した指標の評価値を法定協議会に報告します。 

②各事業主体の役割 

市及び交通事業者等は、計画に示された事業を着実に実施するものとします。 

③市民の役割 

市民は公共交通の利用推進を行うものとします。 

④公共交通の運行継続・見直しルール 

路線バスや乗合タクシー等については、利用者数や収支率等による運行継続・見直し等の

基準を設け、定期的に必要な見直しを行うものとします。 

⑤法定協議会の役割 

法定協議会では、市のモニタリング報告を受け、適切に事業が実施されているか、その成

果が適正であるか等を検討し、今後の事業の進め方を助言します。また必要に応じて地域公

共交通網形成計画を変更するものとします。 

法定協議会 
（行方市地域公共交通会議） 

ＤＯ 
 
※事業の実施 

ＣＨＥＣＫ 
 
※指標の目標値等 
の検証・評価 

ＡＣＴＩＯＮ 

 

 

 

ＰＬＡＮ 
 
※計画等の見直し 

Ｐ＝ＰＬＡＮ（計画） Ｄ＝ＤＯ（実行） 

Ｃ＝ＣＨＥＣＫ（検証） Ａ＝ＡＣＴＩＯＮ（改善） 

※計画の目標達成
に資する行動の
実践 


